
平
成
十
八
年
十
月
二
日
提
出

質

問

第

三

一

号

不
適
当
な
登
記
識
別
情
報
の
発
行
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

馬

淵

澄

夫
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不
適
当
な
登
記
識
別
情
報
の
発
行
に
関
す
る
質
問
主
意
書

登
記
識
別
情
報
の
一
部
に
つ
い
て
、
要
求
さ
れ
る
不
規
則
性
を
十
分
備
え
て
い
な
い
不
適
当
な
登
記
識
別
情
報
が
作
成
さ

れ
、
通
知
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
こ
と
は
、
権
利
の
安
全
を
脅
か
し
、
登
記
識
別
情
報
制
度
の
根
幹
を
揺
る
が

す
も
の
で
あ
り
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。
従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

政
府
の
と
っ
た
対
応

�

不
適
当
な
登
記
識
別
情
報
が
発
行
、
通
知
さ
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
た
結
果
、

本
件
に
関
し
て
権
利
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
判
断
し
た
の
か
。

�

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
修
正
し
た
と
し
て
い
る
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ミ
ス
の
中
身
と
修
正
の
具
体
的
な
内
容
。

�

法
律
の
根
拠
な
く
、
ま
た
通
達
も
な
く
発
行
済
み
の
不
適
当
な
登
記
識
別
情
報
を
無
効
に
し
た
上
で
再
発
行
す
る
こ
と

は
違
法
行
為
で
は
な
い
か
。

二

登
記
識
別
情
報

�

国
会
で
の
答
弁
に
お
い
て
登
記
識
別
情
報
は
十
二
桁
の
英
数
字
を
ラ
ン
ダ
ム
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
旨
答
弁
し

て
い
る
が
、
六
桁
に
は
規
則
性
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が
事
実
か
。

一



�

登
記
識
別
情
報
の
凍
結
・
廃
止
を
含
む
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
う
つ
も
り
が
あ
る
か
。

三

登
記
識
別
情
報
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
会

研
究
会
は
公
開
さ
れ
て
い
る
の
か
。
非
公
開
と
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
理
由
。

四

右
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
登
記
識
別
情
報
制
度
に
関
す
る
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。

二


